
物価高騰に直面する中小企業事業者への応援事業として、令和６年４月１日から、
２つの補助金を始めます。働きやすい職場環境を整備するための補助と省エネ設備へ
の更新のための補助です。職場環境整備による雇用促進・定着化と省エネ設備による
ランニングコスト削減をサポートします。



令和６年度 中小企業就労環境整備支援（新規） 

 

①労働力確保のための職場環境整備費補助金 

【補助名】 関市中小企業等の労働力確保のための職場環境整備費補助 

【目  的】 市内の中小企業等の職場環境の整備を促進することで雇用促進・定着化を図り、労

働力の確保を支援する。 

【予算額】 令和６年度予算額 １,０００万円 

【概  要】  

照会先 関市役所 産業経済部商工課 労政係 澤田  直通：0575-23-7335 

 

②中小企業省エネ経営促進事業補助金 

【補助名】 関市中小企業省エネルギー化促進事業補助金 

【目  的】 既存の設備を省エネルギーの性能に優れ、環境に配慮した設備へ更新する中小企

業にその費用を補助することにより、中小企業の省エネルギー化を促進する。 

【予算額】 令和６年度予算額 ４,０００万円 

【概  要】  

照会先 関市役所 産業経済部商工課 工業係 伊田  直通：0575-23-6752 

補助対象者 

・市内の中小企業等であること 

・有効求人倍率が 2 倍を超えている職業の雇用計画があること 

・みんなの就職サポートセンターに登録すること 

・実施した職場環境の整備を求人にいかすこと 

補助対象事業 

トイレ、洗面所、更衣室、ロッカー、休憩室、食堂、シャワー室、仮

眠室、ベビールーム（託児所含む）、スロープ、福祉機器（※）、送

迎用福祉車両、多言語対応の経費 

※車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖、重度障害者用意思伝達装置 

補助率 補助対象経費の１／２ 上限１００万円 

補助対象者 
・市内の中小企業等であること 

・市税の滞納がないこと 

補助対象事業 ○省エネ基準達成率１００％以上 

エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、電気温水器、ショーケース 

○省エネ基準達成率１００％以上またはグリーン購入法適合 

電気便座 

○統一省エネラベル３．０以上またはグリーン購入法適合 

LED 照明器具 

※業務用の新品が対象 

※設置費用を含み、撤去費用と消費税を除く 

補助率 補助対象経費の２／３ 上限５０万円 
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